
 

令和６年９月市議会定例会提出予定案件 

 

（議 案） 

 

１ 専決処分につき承認を求めることについて 

（令和６年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第２号）） 

 

２ 茨木市固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて 

 

３ 茨木市有功者を定めることについて 

 

４ 茨木市市税条例の一部改正について 

 

５ 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

６ 茨木市国民健康保険条例の一部改正について 

 

７ 茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部

改正について 

 

８ 茨木市待機児童保育室条例の一部改正について 

 

９ 和解について 

 

10 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

11 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規

約の変更に関する協議について 

 

12 令和５年度大阪府茨木市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

13 市道路線の認定について 

 

14 市道路線の変更について 

 

15 工事請負契約の変更について（安威川ダム周辺整備事業設計・施工業務） 

 

（認 定） 

 

１ 令和５年度大阪府茨木市一般会計決算認定について 

 

２ 令和５年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について 
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３ 令和５年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について 

 

４ 令和５年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について 

 

５ 令和５年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について 

 

６ 令和５年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について 

 

７ 令和５年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について 

 

（報 告） 

 

１ 茨木市事務報告について 

 

２ 令和５年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の成果並びに健

全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

３ 令和５年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について 

 

４ 令和５年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告について 

 

５ 放棄した債権の報告について 
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議案第54号 
専決処分につき承認を求めることについて 

（令和６年度大阪府茨木市一般会計補正予算（第２号））１６頁参照  【財政課】 

○ 非課税世帯等給付金及び定額減税調整給付金への対応に係る令和６年度一般会計補正予算

（第２号）について、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し承認を求め

る。 

○ 補正額  1,160,000 千円 （補正後 109,925,225 千円 － 補正前 108,765,225 千円） 

 （歳  入）               （歳  出） 

  ・国庫支出金    1,160,000 千円     ・補助費等    1,160,000 千円 

○ 専 決 日  令和６年７月２２日 

 

議案第55号 
茨木市固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて 

【人事課】 

○ 現委員  北
きた

 村
むら

 百
ゆ

 合
り

 子
こ

 

○ 任 期  令和６年９月２４日任期満了 

       初就任 令和２年２月２７日就任 ２期目（任期３年） 

○ 選任予定者 

議案第56号 茨木市有功者を定めることについて                【秘書課】 

○ 茨木市有功者表彰条例第２条第１項第３号の規定に基づく提案 

○ 前副市長 河
かわ

 井
い

 豊
ゆたか

 

○ 在任期間 平成２８年５月１１日～令和６年５月１０日（８年） 
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議案第57号 茨木市市税条例の一部改正について            【市民税課、資産税課】 

〇 地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う所要の改正 

 ・主な改正内容 

  ①大規模な災害により被災したと認める場合、申請によらずに個人市民税、固定資産税等

の減免を可能とする旨を規定 

  ②公益信託制度の見直しに伴い、金銭だけでなく物品等の支出についても個人市民税の寄

附金税額控除の対象となるよう規定を改正 

  ③認定長期優良住宅のうち分譲マンション等の固定資産税の減額について、区分所有者か

らの申告だけでなく、管理者等から認定通知書の提出があり、要件に該当すると認めら

れるときは、減額措置の特例を適用できる旨を規定 

  ④特定バイオマス発電設備を設置した場合の固定資産税について、設置後の課税年度から

３年度分に限り、課税標準額を７分の６を乗じて得た額に減額する旨を規定 

  ⑤まちなかウォーカブル区域内において、市町村が実施する事業と一体的に民間事業者が

交流・滞在できる施設等を整備した場合の固定資産税又は都市計画税について、工事完

了日の翌年度から５年度分の課税標準額を２分の１を乗じて得た額に減額する旨を規定 

 ・施 行 日 ①・③～⑤ 公布の日 

       ②     公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の１月１日 
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議案第58号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  【収納課】 

〇 督促手数料を廃止するための所要の改正 

 ・改正内容 

  キャッシュレス納付など、納付環境におけるデジタル化の推進等を踏まえ、市税等の督促

手数料（５０円）を廃止することに伴う関係条例の改正 

 

 ・関係条例の改正 

  ①茨木市市税条例 

  ②茨木市道路占用料等徴収条例 

  ③茨木市介護保険条例 

  ④茨木市国民健康保険条例 

  ⑤茨木市後期高齢者医療に関する条例 

  ⑥茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 

  ⑦茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例 

  ⑧茨木市公設浄化槽条例 

 ・施 行 日 令和７年４月１日 
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議案第59号 茨木市国民健康保険条例の一部改正について           【保険年金課】 

〇 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律の施行による国民健康保険法の改正等に伴う所要の改正 

 ・主な改正内容 

①マイナンバーカードとの一体化により、被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証

の返還に係る過料を定める規定を削除 

②保険料の徴収猶予に係る規定において、医療費の負担能力の判断が不十分等の状態にある

被保険者が、急患等として保険医療機関等を受診した場合、徴収猶予の期間を最長１年と

する規定を追加 

 ・施 行 日 令和６年１２月２日 
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議案第60号 
茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

の一部改正について                   【保育幼稚園総務課】 

〇 国が定める特定教育・保育、特別利用保育等に要する費用の額の算定に関する基準等におけ

る公定価格の改定に伴う所要の改正 

 ・主な改正内容 

  ①市立保育所等の副食費用の月額を改正 

（現 行）４，５００円 

（改正後）公定価格基準に規定する本市の地域区分に基づく規則で定める定員区分の保育 

所における額に相当する額に改正（現行基準での試算：令和７年度 ４，８００円） 

  ②市立認定こども園の給食費及び間食費を改正 

   ア 給食費 

      副食 （現 行）１１３円／食 

（改正後）①で規定する副食費用の月額を２０で除して得た額に２分の１ 

を乗じて得た額（現行基準での試算：令和７年度 １２０円／食） 

   イ 間食費 （現 行）１１２円／食 

（改正後）①で規定する副食費用の月額を２０で除して得た額に２分の１ 

を乗じて得た額（現行基準での試算：令和７年度 １２０円／食） 

 ・施 行 日 令和７年４月１日 
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議案第61号 茨木市待機児童保育室条例の一部改正について       【保育幼稚園総務課】 

〇 受入児童に係る要件の変更及び待機児童保育室あゆみの移転等に伴う所要の改正 

 ・改正内容 

  ①要保護児童や医療的ケアが必要な児童など市長が特に必要と認める児童について、保育

の対象とすることができる旨を追加 

  ②待機児童保育室の副食費用等の月額を茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担等に関する条例で規定する額に改正 

  ③日額の区分による延長保育料の納期について、利用した時期に応じた期限に改正 

   ア 毎月１日から１５日までの間に利用した延長保育料 翌月１５日 

   イ 毎月１６日から末日までの間に利用した延長保育料 翌々月１５日 

  ④待機児童保育室あゆみの位置を「茨木市春日三丁目１３番５号」に、定員を「４０人」 

に改正 

 ・施 行 日 ①②④ 令和７年４月１日 

③   公布の日 

8



議案第62号 和解について                         【地域福祉課】 

〇 茨木市南茨木多世代交流センターに関する建物収去土地明渡等請求事件についての和解 

 ・件名 

   茨木市南茨木多世代交流センターに関する建物収去土地明渡等請求事件 

 ・和解の相手方 

   土地所有者（個人） 

 ・主な和解内容 

   普通借地契約の締結 

   ①契約期間：３０年（令和６年１１月１日～令和３６年１０月３１日） 

   ②借地料 ：８,０２５,０００円／年 

議案第63号 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  【保険年金課】 

○ 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更を協議することについて、地方自治法第２９１条

の３第１項及び同法第２９１条の１１の規定に基づき、議会の議決を求める。                          

 ・主な内容 

  マイナンバーカードとの一体化により、被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証

等の文言を削除 
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議案第64号 
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企

業団規約の変更に関する協議について              【水道総務課】 

○ 大阪広域水道企業団規約の変更を協議することについて、地方自治法第２８６条第１項及び

同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。                          

 ・内容 

  大阪広域水道企業団の共同処理する事務に岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、高石市 

に係る水道事業の経営に関する事務を追加 

議案第65号 
令和５年度大阪府茨木市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について 
                              【下水道総務課】 

○ 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、未処分利益剰余金の処分について、議会の

議決を求める。 

 ・処分額   ２０２，０４９，２９８円 

  処分方法  減債積立金への積立て及び資本金への組入れ 

 

議案第66号 市道路線の認定について                    【建設管理課】 

○ 新規路線整備に伴う路線認定 ８路線 

 ・開発等により移管を受けたもの ８路線 
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議案第67号 市道路線の変更について                    【建設管理課】 

〇 開発等に伴う既認定の起終点の変更 ７路線 

 ・開発等により移管を受けたもの（起点変更） ５路線 

 ・認定依頼を受けたもの（起終点変更）    ２路線 

議案第68号 
工事請負契約の変更について（安威川ダム周辺整備事業設計・施工業務） 
                             【北部整備推進課】 

○ 契約の金額 

  ・変更前の金額    ９７４，９９９，９６０円 

・変更後の金額  １，０２５，８０８，９６０円 

○ 変更の理由    ダムパークいばきたへの円滑な動線を確保するにあたり、交通管理者等

との協議の結果、府道の交差点改良への対応に伴う公園施設の設計変更

や、駐車場のレイアウト変更による舗装等に係る工事費が増額したた

め。 

〈原契約〉 

○ 契約の相手方    大阪市中央区備後町一丁目５番２号 

大和リース株式会社大阪本店 

○ 工事場所      茨木市大字生保５３－１他 

○ 工事内容      公園設計・施工業務 

            公園面積  ３．８ｈａ 

            基本設計、実施設計、工事監理、建築工事、外構工事、付帯工事  

            各一式 
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認定第1号 令和５年度大阪府茨木市一般会計決算認定について         【会計室】 

                                  （令和４年度） 
 

・歳入決算額             １１９，７３５，０１８，２９７円 （115,491,776,028円） 

 

・歳出決算額             １１７，５３８，２２７，１０８円 （112,677,976,053円） 

 

・歳入歳出差引額           ２，１９６，７９１，１８９円   （2,813,799,975円） 

 

・翌年度へ繰越すべき財源    １，０１５，６３９，６６１円   （1,830,040,253円） 

 

・実質収支            １，１８１，１５１，５２８円    （983,759,722円） 

認定第2号 令和５年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について      【会計室】 

                                    （令和４年度） 
 

・歳入決算額         ５，６４５，９３６，８４６円   （4,988,618,993円） 

 

・歳出決算額                    ２５０，０９２，４５４円      （79,846,921円） 

 

・歳入歳出差引額       ５，３９５，８４４，３９２円   （4,908,772,072円） 

認定第3号 令和５年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について 【会計室】 

                                    （令和４年度） 
 

・歳入決算額              ２７，４２０，６０３，９４４円  （28,112,689,754円） 

 

・歳出決算額              ２６，７０３，８７５，８３７円  （26,950,679,818円） 

  

・歳入歳出差引額              ７１６，７２８，１０７円   （1,162,009,936円） 

認定第4号 令和５年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について【会計室】 

                                     （令和４年度） 

・歳入決算額                 ５，１４８，１６１，６５８円   （4,939,038,629円） 

 

・歳出決算額                 ４，９４７，０５４，３７０円   （4,743,123,299円） 

 

・歳入歳出差引額               ２０１，１０７，２８８円     （195,915,330円） 
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認定第5号 令和５年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について   【会計室】 

（令和４年度） 

 
・歳入決算額               ２２，４８３，６７２，０７４円  （21,447,298,355円） 

 

・歳出決算額               ２２，１４７，０７９，６６９円  （20,994,249,682円） 

 

・歳入歳出差引額              ３３６，５９２，４０５円     （453,048,673円） 

認定第6号 令和５年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について   【下水道総務課】 

〈収益的収支〉※消費税及び地方消費税を除く                      （令和４年度）  

・収入決算額                ６，６７８，９９５，５７５円   （6,722,631,903円） 

・支出決算額                ６，０５６，５６９，７２２円   （5,716,978,951円） 

・収入支出差引額              ６２２，４２５，８５３円   （1,005,652,952円） 

 

〈資本的収支〉※消費税及び地方消費税を含む 

・収入決算額         １，５５０，１２７，５４８円   （1,987,837,296円） 

・支出決算額         ３，４０４，９４６，２６５円   （4,035,925,851円） 

・収入支出差引額      △１，８５４，８１８，７１７円 （△2,048,088,555円） 

※ 資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額を除く）が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、当年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補てん 
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認定第7号 令和５年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について      【水道総務課】 

〈収益的収支〉※消費税及び地方消費税を除く                     （令和４年度） 

・収入決算額              ５，４５８，６０２，００３円   （5,494,623,666円） 

・支出決算額              ４，８５５，０３５，６８６円   （4,825,738,531円） 

・収入支出差引額            ６０３，５６６，３１７円    （668,885,135円） 

 

〈資本的収支〉※消費税及び地方消費税を含む 

・収入決算額         １，４３３，２７３，８５９円     （604,119,439円） 

・支出決算額         ２，７１６，５１６，０８９円   （2,150,648,989円） 

・収入支出差引額      △１，２８３，２４２，２３０円 （△1,546,529,550円） 

 

 ※ 資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額を除く）が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額、繰越工事資金及び過年度分損益勘定留保資金で補てん 

報告第19号 茨木市事務報告について                    【政策企画課】 

○ 令和５年４月～令和６年３月における事務執行状況の報告 

 

報告第20号 
令和５年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の成果並

びに健全化判断比率及び資金不足比率の報告について        【財政課】 

○ 地方自治法第２３３条第５項による主要な施策の成果並びに地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項による健全化判断比率及び資金不足比率に

関する報告 
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報告第21号 令和５年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について        【会計室】 

○ 令和６年３月３１日現在の財政状況の報告 

 

報告第22号 
令和５年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告について 
                               【教育政策課】 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく茨木市教育委員会事務管理執行状況の

点検及び評価の報告 

 

報告第23号 放棄した債権の報告について                   【収納課】 

○ 茨木市債権の管理に関する条例の規定に基づく報告 

・放棄した私債権等 ３件 ２５７，０１７円 
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